
橿原市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理運用規程 

  

（目的） 

第１条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するた

め、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に関して必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 （職員の責務） 

第２条 住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務に従事する職員は、関係法令及び

橿原市個人情報保護条例（平成１１年橿原市条例第１７号）の規定を遵守するとともに、

データの保護の重要性を認識しデータを適正に取り扱わなければならない。 

２ 住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務に従事する職員及び従事していた職員

は、その業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。 

 （セキュリティ統括責任者） 

第３条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、

セキュリティ統括責任者を置く。 

２ セキュリティ統括責任者は、助役をもって充てる。 

 （システム管理者） 

第４条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を

置く。 

２ システム管理者は、情報システム室室長をもって充てる。 

 （セキュリティ責任者） 

第５条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を

実施するため、セキュリティ責任者を置く。 

２ セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。 

 （セキュリティ会議） 

第６条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務め

る。 

２ セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織す

る。 

 (1) システム管理者 

 (2) セキュリティ責任者 

 (3) 企画調整部長 

 (4) 総務部長 

 (5) 市民経済部長 

 (6) 人事課長 

 (7) 総務課長 

 (8) 財政課長 

 (9) 総務課情報公開室長 

３ セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。 

 (1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し 
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 (2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認 

 (3) 教育・研修の実施 

４ 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、橿原市個人情報保護制

度運営審議会の意見を聴くものとする。 

５ 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くこと

ができる。 

６ セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。 

 （関係部署に対する指示等） 

第７条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に

対し指示し、又は関係委員会等に対し必要な措置を要請することができる。 

 （アクセス管理を行う機器） 

第８条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管

理を行う。 

 (1) サーバ 

 (2) 業務端末 

 (3) 住民基本台帳カード発行端末 

２ 前項のアクセス管理は、操作者用 IC カード及びパスワードにより操作者の正当な権限

を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。 

 （アクセス管理責任者） 

第９条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。 

２ アクセス管理責任者は、情報システム室長をもって充てる。 

 （操作者用 IC カード） 

第１０条 アクセス管理責任者は、操作者用 IC カード及びパスワードに関し、次に掲げる

事項を実施する。   

 (1) 操作者用 IC カード及びパスワードの管理方法を定めること  

 (2) 操作者用 IC カードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシス

テムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること 

(3) 操作者用 IC カードの管理簿を作成すること 

 （操作者の責務） 

第１１条 操作者は、操作者用 IC カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければなら

ない。 

 （操作履歴の記録） 

第１２条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、７年前までさかのぼって解析でき

るよう、保管するものとする。 

 （危機管理） 

第１３条 住民基本台帳ネットワークシステムにおいてコンピュータウィルスの侵入や情

報漏えい、情報の不適正な利用などが行われ、個人情報が適正に保護されていないと市

長が判断したときには、ただちにセキュリティ会議を開き、国などに調査・報告し、住

基ネットワークへの接続を中断する等の必要な措置を講じるものとする。 

 （その他） 
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第１４条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

  附 則 

 この規程は、令達の日から実施する。 

 


